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〈
二
〉
調
査
方
法
・
内
容

　
曹
洞
宗
の
被
包
括
法
人
（
宗
務
所
で
あ
る
特
別
寺
院
、
海
外
の

特
別
寺
院
は
含
ま
な
い
）
の
う
ち
、
無
住
職
寺
院
（
代
表
役
員
が

就
任
し
て
い
な
い
寺
院
※
令
和
四
年
四
月
四
日
時
点
）
を
対
象
と

し
て
左
記
の
項
目
を
調
査
し
た
。

　
①
檀
徒
の
有
無
に
つ
い
て

　
②
信
徒
の
有
無
に
つ
い
て

　
③
建
築
物
の
有
無
に
つ
い
て

　
④
居
住
者
の
状
況
に
つ
い
て

　
⑤
建
築
物
・
境
内
地
の
管
理
者
に
つ
い
て

　
⑥
寺
院
の
用
途
に
つ
い
て

　
⑦
埋
葬
施
設
の
有
無
に
つ
い
て

　
⑧
埋
葬
施
設
へ
の
参
詣
者
の
有
無
に
つ
い
て

　
本
稿
で
は
、
過
疎
地
寺
院
振
興
対
策
室
が
令
和
四
年
に
実
施
し

た
「
無
住
職
寺
院
実
態
調
査
」
の
結
果
と
考
察
の
概
要
を
掲
載
す

る
。

一
．
調
査
の
概
要

〈
一
〉
調
査
の
目
的

　
近
年
、
日
本
に
お
い
て
は
人
口
減
少
や
少
子
化
・
高
齢
化
の
急

速
な
拡
大
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
か
長
期
に
わ
た

る
不
活
動
、
ま
た
は
住
職
不
在
の
寺
院
が
散
見
さ
れ
て
い
る
。
過

疎
地
寺
院
振
興
対
策
室
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
聞
き
取
り
調
査
な
ど

か
ら
、
こ
う
し
た
寺
院
の
維
持
が
現
地
の
方
々
の
負
担
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
問
題
と
捉
え
、
全
国
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、

無
住
職
寺
院
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

「
無
住
職
寺
院
実
態
調
査
」
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
査
結
果
と
考
察
の
概
要

�

伝
道
部
　
過
疎
地
寺
院
振
興
対
策
室
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⑨
後
継
予
定
者
に
つ
い
て

　
⑩
調
査
対
象
寺
院
の
宗
費
負
担
者
に
つ
い
て

　
⑪
調
査
対
象
寺
院
の
今
後
の
展
望
に
つ
い
て

　
な
お
、
調
査
お
よ
び
回
答
は
、
調
査
対
象
寺
院
が
所
属
す
る
教

区
の
教
区
長
に
依
頼
し
、
実
情
を
知
る
方
へ
の
聞
き
取
り
も
可
能

な
限
り
お
願
い
し
た
。

〈
三
〉
調
査
期
間

　
調
査
票
配
布
（
令
和
四
年
四
月
一
三
日
）

　
～
回
答
期
限
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
）

〈
四
〉
回
収
の
状
況
（
令
和
四
年
七
月
二
二
日
時
点
）

　
調
査
票
配
布
数
：
四
〇
〇
通
　

　
調
査
票
回
収
数
：
三
一
七
通

　
（
内
、
有
効
票
：
二
八
八
通
、
無
効
票
：
二
九
通
）

　
回
収
率
：
七
九
・
三
％
　

　
な
お
、
調
査
開
始
後
に
、
代
表
役
員
の
就
任
手
続
き
中
な
ど

「
具
体
的
な
後
継
予
定
者
あ
り
」
と
回
答
を
受
け
た
寺
院
は
調
査

対
象
か
ら
除
外
し
、
無
効
票
と
し
た
。

二
．
「
後
継
予
定
者
の
有
無
」
か
ら
み
た
無
住
職
寺
院
の
実
態

〈
一
〉
無
住
職
寺
院
の
六
五
％
以
上
は 

　
　
　
後
継
予
定
者
が
い
な
い
（
図
１
）

　
ま
ず
、
無
住
職
寺
院
の
後
継
予
定
者
の
有
無
か
ら
確
認
し
て
い

く
。

　
図
１
の
よ
う
に
、
有
効
票
二
八
八
ヵ
寺
の
う
ち
、
「
後
継
予
定

者
な
し
」
と
回
答
し
た
寺
院
は
六
四
・
六
％
（
一
八
六
ヵ
寺
）
と

高
い
比
率
を
占
め
、
「
後
継
予
定
者
あ
り
」
と
回
答
し
た
寺
院
は

一
九
・
四
％
（
五
六
ヵ
寺
）
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
無
住
職
寺
院
の
約
六
五
％
に
お
い
て
後
継
者
の

成
り
手
が
お
ら
ず
、
「
わ
か
ら
な
い
」
と
回
答
し
た
寺
院
も
含
め

れ
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
寺
院
に
お
い
て
今
後
も
住
職
不
在
の
状
態

が
継
続
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
二
〉
無
住
職
寺
院
の
六
〇
％
以
上
は 

　
　
　
合
併
・
解
散
を
望
ま
れ
て
い
る
（
図
２
）

　
で
は
、
後
継
予
定
者
な
し
の
無
住
職
寺
院
の
今
後
に
つ
い
て
、

関
係
者
は
ど
の
よ
う
な
展
望
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、
寺
院
の
今
後
の
展
望
と
し
て
、
「
再
生
・

活
性
化
を
希
望
」、
「
合
併
・
解
散
を
希
望
」、
「
そ
の
他
を
希

望
」
の
三
つ
の
項
目
を
設
け
、
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
を
選
択
し
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【図1】 無住職寺院の後継予定者の有無

後継予定者あり 56カ寺（19.4％） わからない
15.6％

無回答
0.3％ あり

19.4％後継予定者なし 186カ寺（64.6％）

わからない 45カ寺（15.6％）

無回答 1カ寺（0.3％）

合計 288カ寺

【図2】 後継予定者なしの無住職寺院の今後の展望

後継予定者なし

再生・活性化 21カ寺（11.4％）

合併・解散 111カ寺（60.0％）

その他 48カ寺（25.9％）

無回答 5カ寺（2.7％）

合計 185カ寺

※欠損値1

その他
25.9％

無回答
2.7％ 再生・活性化

11.4％
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て
も
ら
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
再
生
・
活
性
化
」
は
二
一
ヵ
寺

（
一
一
・
四
％
）、
「
そ
の
他
」
は
四
八
ヵ
寺
（
二
五
・
九
％
）

に
お
い
て
希
望
さ
れ
て
い
た
が
、
最
も
多
い
の
は
「
合
併
・
解

散
」
を
希
望
さ
れ
て
い
る
一
一
一
ヵ
寺
（
六
〇
・
〇
％
）
で
あ
っ

た
。

　
な
お
、
後
継
予
定
者
な
し
の
無
住
職
寺
院
一
八
六
ヵ
寺
の
う

ち
、
誤
記
入
の
あ
っ
た
一
ヵ
寺
を
除
い
た
一
八
五
ヵ
寺
を
対
象
と

し
た
。

　
合
併
・
解
散
を
希
望
さ
れ
て
い
る
寺
院
の
調
査
票
を
み
る
と
、

　
・
檀
信
徒
が
お
ら
ず
寺
院
収
入
が
見
込
め
な
い

　
・
建
物
が
老
朽
化
し
て
お
り
修
繕
や
管
理
が
難
し
い

　
・
寺
院
の
維
持
費
や
宗
費
な
ど
経
済
面
で
の
負
担
が
大
き
い

と
い
っ
た
理
由
が
あ
り
、
特
に
寺
院
の
維
持
・
管
理
が
困
難
で
あ

る
と
の
理
由
が
最
も
多
か
っ
た
。
多
く
の
無
住
職
寺
院
に
お
い

て
、
寺
院
の
維
持
や
管
理
、
宗
費
な
ど
の
負
担
が
あ
り
、
後
継
予

定
者
が
い
な
い
こ
と
か
ら
、
永
続
的
な
護
持
は
困
難
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
れ
ら
は
過
疎
地
寺
院
振
興
対
策
室
が
こ
れ
ま
で
聞
き
取

り
調
査
な
ど
で
把
握
し
て
い
た
状
況
と
同
様
で
、
全
国
的
に
一
定

数
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

〈
三
〉
無
住
職
寺
院
の
合
併
・
解
散
に
向
け
た 

　
　
　
課
題
は
多
い
（
図
３
）
　

　
さ
て
、
合
併
・
解
散
を
希
望
さ
れ
て
い
る
後
継
予
定
者
な
し
の

無
住
職
寺
院
は
、
手
続
き
を
進
め
る
上
で
、
ど
の
よ
う
な
問
題
や

課
題
を
抱
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、
合
併
・
解
散
に
当
た
っ
て
の
懸
念
点
と
し

て
、
「
建
物
や
墓
地
の
処
分
」
を
挙
げ
る
寺
院
が
多
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
合
併
・
解
散
を
希
望
さ
れ
て
い
る
後
継
予
定
者
な
し

の
無
住
職
寺
院
の
「
建
築
物
の
有
無
」、
「
埋
葬
施
設
の
有
無
」

に
着
目
し
分
類
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
建
築
物
や
埋
葬
施
設
を

保
有
し
て
い
な
い
寺
院
は
二
五
ヵ
寺
、
保
有
し
て
い
る
寺
院
は
八

三
ヵ
寺
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
な
お
、
合
併
・
解
散
を
希
望
さ
れ
て
い
る
後
継
予
定
者
な
し
の

無
住
職
寺
院
一
一
一
ヵ
寺
の
う
ち
、
前
述
の
項
目
に
「
無
回
答
」

で
あ
っ
た
三
ヵ
寺
を
除
い
た
一
〇
八
ヵ
寺
を
対
象
と
し
た
。

　
ま
ず
、
建
築
物
や
埋
葬
施
設
を
保
有
し
て
い
な
い
寺
院
の
調
査

票
を
み
る
と
、

　
・
檀
信
徒
や
建
築
物
が
な
く
、
宗
教
法
人
と
し
て
運
営
が
で
き

な
い
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・
寺
院
の
名
前
だ
け
が
残
っ
て
お
り
、
存
在
を
知
る
人
が
少
な

い

　
・
宗
費
の
負
担
が
非
常
に
大
き
い

と
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
五
ヵ
寺
の
う
ち
二
四
ヵ

寺
は
檀
信
徒
が
お
ら
ず
、
中
に
は
法
人
格
の
み
残
っ
て
い
る
寺
院

も
確
認
さ
れ
た
。
合
併
・
解
散
に
際
し
、
建
築
物
や
埋
葬
施
設
を

保
有
し
て
い
な
い
寺
院
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
処
分
が
不
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
費
用
面
で
の
負
担
は
や
や
小
さ
く
、
主
に
事
務

作
業
に
よ
っ
て
手
続
き
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
え

る
。

　
一
方
、
建
築
物
や
埋
葬
施
設
を
保
有
す
る
寺
院
に
お
い
て
は
、

事
務
手
続
き
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
処
分
が
課
題
に
な
り
得

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
建
築
物
や
埋
葬
施
設
を
処
分
し

た
際
の
帰
属
先
は
、
合
併
で
は
、
被
吸
収
寺
院
の
財
産
は
吸
収
寺

院
に
帰
属
し
、
解
散
で
は
、
財
産
は
売
却
や
寄
付
な
ど
で
第
三
者

に
帰
属
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
解
散
に
お
い
て
は
建
築

物
や
埋
葬
施
設
の
引
き
取
り
手
が
見
つ
か
ら
ず
、
手
続
き
が
滞
っ

て
し
ま
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
建
築
物
や
埋

葬
施
設
を
保
有
す
る
寺
院
に
お
い
て
は
、
解
散
よ
り
も
合
併
の
方

が
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
い
え
る
。

【図3】 建築物・埋葬施設の保有状況（内訳）

建築物あり・埋葬施設あり ︓ 40カ寺

建築物あり・埋葬施設なし ︓ 26カ寺

建築物あり・埋葬施設不明 ︓ 8カ寺

建築物なし・埋葬施設あり ︓ 9カ寺

「建築物・埋葬施設」保有あり

83カ寺

建築物なし・埋葬施設なし ︓ 24カ寺

建築物なし・埋葬施設不明 ︓ 1カ寺

「建築物・埋葬施設」保有なし

25カ寺
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し
か
し
、
合
併
・
解
散
に
お
け
る
懸
念
点
は
、
「
建
物
や
墓
地

の
処
分
」
以
外
に
も
記
載
が
あ
り
、

　
・
代
表
役
員
や
責
任
役
員
が
お
ら
ず
、
手
続
き
の
担
い
手
が
い

な
い

　
・
老
朽
化
し
た
建
物
や
墓
地
の
処
分
に
伴
う
費
用
の
捻
出
が
で

き
な
い

　
・
申
請
書
類
な
ど
の
手
続
き
の
煩
雑
さ

と
い
っ
た
意
見
が
あ
っ
た
。

　
合
併
・
解
散
を
進
め
る
に
は
、
法
人
規
則
に
従
っ
て
様
々
な
手

続
き
（
責
任
役
員
会
議
の
開
催
や
檀
信
徒
へ
の
説
明
、
公
告
、
財

産
の
処
分
な
ど
）
を
行
い
、
所
轄
庁
や
宗
務
庁
を
合
わ
せ
多
く
の

書
類
の
申
請
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
建
物
の
解
体
や
墓
地
の

整
理
が
必
要
な
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
費
用
も
工
面
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
関
係
者
に
は
相
当
な
労
力
や
経
済
的
負
担
が
生
じ
る
と
予

想
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
手
続
き
の
担
い
手
と
な
る
住
職
が

い
な
い
場
合
は
、
現
実
的
に
合
併
・
解
散
を
関
係
者
の
み
で
進
め

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
合
併
・
解
散
を
望

ま
れ
て
い
る
無
住
職
寺
院
か
ら
は
、
「
手
続
き
を
簡
素
化
し
て
ほ

し
い
」、
「
宗
務
庁
が
主
導
と
な
っ
て
手
続
き
を
進
め
て
ほ
し

い
」
と
い
っ
た
声
も
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
実
態
に
鑑
み
る
と
、
合
併
・
解
散
を
希
望
さ
れ
て

い
る
後
継
予
定
者
な
し
の
無
住
職
寺
院
に
対
し
、
宗
務
庁
の
介
入

や
支
援
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
な
お
、
合
併
・
解
散
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
宗
教
法
人
法
に

沿
っ
て
手
続
き
が
行
わ
れ
る
た
め
、
簡
素
化
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
し
か
し
、
手
続
き
に
関
す
る
相
談
や
問
い
合
わ
せ
な
ど
は
宗

務
庁
で
随
時
受
け
付
け
て
お
り
、
今
後
も
真
摯
に
対
応
を
続
け
て

い
く
。
さ
ら
に
、
手
続
き
の
流
れ
や
申
請
書
類
を
分
か
り
易
く
ま

と
め
た
『
合
併
・
解
散
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
を
曹
洞
禅
ネ
ッ
ト
に
公
開

し
て
い
る
た
め
、
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
ま
た
、
今
回
の
調
査
に
お
い
て
、
宗
務
庁
が
介
入
し
な
け
れ
ば

合
併
・
解
散
が
進
ま
な
い
寺
院
の
う
ち
、
手
続
き
に
お
け
る
課
題

が
比
較
的
少
な
い
寺
院
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

各
々
の
寺
院
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
環
境
は
異
な
る
た
め
、
個

別
の
対
策
が
必
要
に
な
る
。
ま
ず
は
、
所
轄
庁
を
は
じ
め
関
係
各

所
と
連
携
を
図
り
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
で
き
る
か
を
検
討
し
、

合
併
・
解
散
の
事
例
づ
く
り
に
努
め
て
い
き
た
い
。

〈
四
〉
合
併
・
解
散
を
希
望
し
て
い
な
い
無
住
職
寺
院
も 

　
　
　
一
定
数
あ
る
（
図
２
） 
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曹
洞
宗
寺
院
全
体
に
共
通
し
た
課
題
と
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
過
疎
地
寺
院
振
興
対
策
室
と
し
て
は
、
引
き
続
き
活

動
事
例
の
紹
介
な
ど
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
た
い
。 

三
．
過
疎
地
域
・
非
過
疎
地
域
に
み
る
無
住
職
寺
院
の
実
態 

〈
一
〉
無
住
職
寺
院
は
非
過
疎
地
域
に 

　
　
　
多
く
所
在
す
る
（
図
４
）

　
こ
こ
で
は
無
住
職
寺
院
と
過
疎
地
域
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
無
住
職
寺
院
に
つ
い
て
考
慮
す
る
と
き
、
多
く
の
場
合
、

過
疎
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
る
。

　
こ
の
度
、
有
効
票
と
し
た
二
八
八
ヵ
寺
の
う
ち
、
約
四
四
％
が

過
疎
地
域
に
所
在
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
結
果
と
し
て
無
住

職
寺
院
の
う
ち
、
非
過
疎
地
域
に
所
在
す
る
寺
院
の
割
合
が
過
疎

地
域
に
所
在
す
る
寺
院
の
割
合
を
一
二
・
五
ポ
イ
ン
ト
上
回
る
こ

と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
無
住
職
寺
院
は
非
過
疎
地
域
に
比
較
的

多
く
所
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

〈
二
〉
無
住
職
寺
院
は
過
疎
地
域
だ
け
の 

　
　
　
問
題
で
は
な
い
（
表
１
）

　
引
き
続
き
、
無
住
職
寺
院
と
過
疎
地
域
の
関
連
性
に
つ
い
て
考

　
今
回
の
調
査
で
は
、
後
継
予
定
者
な
し
の
無
住
職
寺
院
の
う

ち
、
一
定
数
が
「
再
生
・
活
性
化
」
や
「
そ
の
他
」
を
望
ま
れ
て

い
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
。 

　
再
生
・
活
性
化
を
希
望
さ
れ
て
い
る
寺
院
の
調
査
票
を
み
る

と
、 

　
・
地
区
の
お
寺
と
し
て
守
っ
て
い
き
た
い 

　
・
檀
信
徒
が
寺
院
を
維
持
し
て
い
き
た
い
と
い
う
強
い
思
い
が

あ
る 

　
・
開
山
時
か
ら
の
祖
師
、
地
域
の
人
々
の
思
い
や
信
仰
を
考
え

る
と
再
生
の
責
務
を
感
じ
る 

と
い
っ
た
理
由
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
他
を
希
望
さ
れ
て
い
る

寺
院
に
お
い
て
は
、
「
現
状
維
持
を
希
望
す
る
」
と
い
う
回
答
が

最
も
多
い
意
見
で
あ
っ
た
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
再
生
・
活
性
化
や
そ
の
他
を
希
望
さ
れ
て
い
る

寺
院
の
多
く
は
、
寺
院
の
護
持
の
継
続
と
い
う
意
味
合
い
で
回
答

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
希
望
は

あ
っ
て
も
、
後
継
者
不
在
や
経
済
的
負
担
に
よ
り
、
永
続
的
な
護

持
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。 

　
ま
た
、
再
生
・
活
性
化
の
課
題
は
、
無
住
職
寺
院
に
限
ら
ず
、
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【図4】 無住職寺院の立地

過疎地 126カ寺（43.8％）

非過疎地 162カ寺（56.3％）

合計 288カ寺

【表1】 無住職寺院の立地と檀徒・建築物・後継予定者の有無

「檀徒の有無」

あり なし わからない
無回答

過疎地域（126カ寺） 68カ寺
（54.0％）

48カ寺
（38.1％）

10カ寺
（7.9％）

非過疎地域（162カ寺） 60カ寺
（37.0％）

84カ寺
（51.9％）

18カ寺
（11.1％）

「建築物の有無」

あり なし 無回答

過疎地域（126カ寺） 103カ寺
（81.7％）

23カ寺
（18.3％） ０カ寺

非過疎地域（162カ寺） 132カ寺
（81.5％）

29カ寺
（17.9％）

１カ寺
（0.6％）

「後継予定者の有無」

あり なし わからない
無回答

過疎地域（126カ寺） 18カ寺
（14.3％）

85カ寺
（67.5％）

23カ寺
（18.3％）

非過疎地域（162カ寺） 38カ寺
（23.5％）

101カ寺
（62.3％）

23カ寺
（14.2％）
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過
疎
地
寺
院
振
興
対
策
室
と
し
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
宗
務

庁
が
介
入
し
な
け
れ
ば
合
併
・
解
散
の
手
続
き
が
進
ま
な
い
寺
院

に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
対
策
が
行
え
る
の
か
個
別
に
検
討
を
進
め

て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、
所
轄
庁
を
は
じ
め
教
区
や
関
連
寺
院
と

連
携
を
図
り
、
よ
り
詳
細
な
寺
院
の
実
態
把
握
、
及
び
課
題
の
抽

出
を
行
い
、
合
併
・
解
散
の
事
例
づ
く
り
に
努
め
て
い
き
た
い
。

　
最
後
に
、
寺
務
ご
多
用
の
折
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
教

区
長
さ
ま
を
は
じ
め
、
寺
院
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
感
謝
の
意
を
表

し
ま
す
と
と
も
に
、
今
後
も
お
力
添
え
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

合
併
・
解
散
の
手
続
き
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
曹
洞
宗
宗
務
庁 

総
務
部
庶
務
課

　
〇
三
―
三
四
五
四
―
五
四
一
二
　shom

u@
sotozen.jp

後
継
者
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
曹
洞
宗
寺
院
後
継
者
相
談
所

　
〇
三
―
三
四
五
四
―
五
四
二
一

本
調
査
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
曹
洞
宗
宗
務
庁 

過
疎
地
寺
院
振
興
対
策
室

　
〇
三
―
三
四
五
四
―
五
二
五
五
　kasotaisaku@

sotozen.jp

察
す
る
。
無
住
職
寺
院
と
な
る
要
因
、
も
し
く
は
無
住
職
寺
院
で

あ
る
た
め
に
起
こ
る
状
態
と
し
て
、
「
檀
徒
が
い
な
い
」、
「
建

築
物
が
な
い
」、
「
後
継
予
定
者
が
い
な
い
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　
表
１
の
よ
う
に
、
建
築
物
あ
り
の
無
住
職
寺
院
は
過
疎
地
・
非

過
疎
地
域
で
違
い
が
な
く
、
合
併
・
解
散
に
向
け
て
課
題
を
抱
え

て
い
る
状
況
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
檀
徒
な
し
・
後
継
予
定
者

な
し
の
無
住
職
寺
院
も
非
過
疎
地
域
に
お
い
て
も
割
合
が
高
く
、

早
急
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

四
．
ま
と
め

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
後
継
予
定
者
の
有
無
」
や
「
過
疎
地
域
・

非
過
疎
地
域
」
に
着
目
し
、
無
住
職
寺
院
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
。

　
現
状
と
し
て
、
後
継
予
定
者
な
し
の
無
住
職
寺
院
は
、
将
来
的

に
合
併
や
解
散
を
希
望
し
て
い
る
割
合
が
高
い
が
、
そ
の
多
く
は

関
係
者
の
み
で
は
手
続
き
が
行
え
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
無
住
職
寺
院
は
過
疎
地
域
に
限
ら
ず
、
非

過
疎
地
域
に
お
い
て
も
存
在
し
、
同
じ
よ
う
に
維
持
・
管
理
が
困

難
な
状
況
に
あ
り
、
対
策
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ

た
。
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無住職寺院実態調査 単純集計表 

問1 檀徒の有無について
回答数 ％

檀徒あり 128 44.4%
檀徒なし 132 45.8%
わからない 28 9.7%
無回答 0 0.0%
合計 288 100.0%

「檀徒あり」の内訳（推定数）
回答数 %

10件以下 34 26.6%
11～50件 53 41.4%
51件以上 33 25.8%
無回答 8 6.3%
合計 128 100.0%
※合計は問1で「檀徒あり」と回答した寺院数

問2 信徒の有無について
回答数 ％

信徒あり 63 21.9%
信徒なし 159 55.2%
わからない 58 20.1%
無回答 8 2.8%
合計 288 100.0%

問3 建築物の有無について
回答数 ％

建築物あり 235 81.6%
建築物なし 52 18.1%
無回答 1 0.3%
合計 288 100.0%
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問4 居住者の状況について
回答者 %

いる 58 20.2%
いない 222 77.4%
わからない 5 1.7%
無回答 2 0.7%
合計 287 100.0%
欠損値（エラー回答） 1

問5 建築物・境内地の管理者について
回答者 %

いる 196 68.3%
いない 68 23.7%
わからない 23 8.0%
無回答 0 0.0%
合計 287 100.0%
欠損値（エラー回答） 1

「建築物あり」の内訳（複数回答）
回答数 %

本堂 198 84.3%
庫裏 146 62.1%
礼拝対象（祠・御堂など） 74 31.5%
その他 19 8.1%
無回答 2 0.9%
回答総数 439 --
基数 235 100.0%
※基数は問3で「建築物あり」と回答した寺院数

「居住者がいる」の内訳（複数回答）
回答者 %

前住職またはその関係者（親族・法類など） 54 93.1%
檀信徒 0 0.0%
その他 5 8.6%
無回答 0 0.0%
回答総数 59 --
基数 58 100.0%
※基数は問4で「居住者がいる」と回答した寺院数
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問7 埋葬施設の有無について
回答者 %

埋葬施設あり 174 60.4%
埋葬施設なし 83 28.8%
わからない 27 9.4%
無回答 4 1.4%
合計 288 100.0%

「管理者がいる」の内訳（複数回答）
回答者 %

前住職またはその関係者（親族・法類など） 76 38.8%
檀信徒 99 50.5%
その他 40 20.4%
無回答 4 2.0%
回答総数 219 --
基数 196 100.0%
※基数は問5で「管理者がいる」と回答した寺院数

問6 寺院の用途について（複数回答）
回答者 ％

檀信徒の葬儀・回忌供養 84 35.7%
施食会・彼岸会・三仏忌・開山忌などの年中行持 105 44.7%
公共的な利用（公民館・集会場など） 19 8.1%
別の団体や個人などによる活動 1 0.4%
使われている形跡はあるが、目的及び使用者は不明 5 2.1%
その他 51 21.7%
わからない 45 19.1%
無回答 8 3.4%
回答総数 318 --
基数 235 100.0%
※基数は問3で「建築物あり」と回答した寺院数
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「埋葬施設あり」の内訳
回答者 %

墓 171 98.3%
納骨堂 10 5.7%
無回答 0 0.0%
回答総数 181 --
基数 174 100.0%
※基数は問7で「埋葬施設あり」と回答した寺院数

「 埋葬施設あり／墓」の内訳（複数回答）
回答者 %

歴代住職や亡僧 133 77.8%
檀信徒や地域住民 113 66.1%
わからない 6 3.5%
無回答 12 7.0%
回答総数 264 --
基数 171 100%
※基数は問7で「埋葬施設あり」かつ「墓」と回答した寺院数

「埋葬施設あり／納骨堂」の内訳（複数回答）
回答者 %

歴代住職や亡僧 3 30.0%
檀信徒や地域住民 9 90.0%
わからない 1 10.0%
無回答 0 0.0%
回答総数 13 --
基数 10 100.0%
※基数は問7で「埋葬施設あり」かつ「納骨堂」と回答した寺院数

問8 埋葬施設への参詣者の有無について
回答者 %

いる 128 73.6%
いない 21 12.1%
わからない 25 14.4%
無回答 0 0.0%
合計 174 100.0%
※合計は問7で「埋葬施設あり」と回答した寺院数
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問9 後継予定者について
回答者 %

いる 56 19.4%
いない 186 64.6%
わからない 45 15.6%
無回答 1 0.3%
合計 288 100.0%

問10 調査対象寺院の宗費負担者について（複数回答）
回答者 %

調査対象寺院の寺院関係者 97 33.7%
前住職の血縁関係者（親族など） 45 15.6%
教区寺院 10 3.5%
檀信徒 104 36.1%
その他 30 10.4%
わからない 21 7.3%
無回答 2 0.7%
回答総数 309 --
基数 288 100.0%
※基数は有効票とした寺院数

「調査対象寺院の寺院関係者」の内訳（複数回答）
回答者 %

本寺 68 70.1%
末寺 0 0.0%
法類 10 10.3%
他 19 19.6%
無回答 2 2.1%
回答総数 97 --
基数 97 100.0%
※基数は問10で「調査対象寺院の寺院関係者」と回答した寺院数
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問11 調査対象寺院の今後の展望について
回答者 %

再生・活性化を希望 65 22.6%
合併・解散を希望 122 42.5%
その他を希望 77 26.8%
無回答 23 8.0%
合計 287 100.0%
欠損値（エラー回答） 1


